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「大牟田市障害者計画（平成 27年度～31年度）（案）」に対する 

意見募集結果について 
 

 大牟田市では、大牟田市障害者計画（平成２７年度～３１年度）（案）を作成し、下記により市民意見募集を

実施しました。 

 お寄せいただいた１１７件のご意見については、大牟田市障害者計画（平成２７年度～３１年度）に反映さ

せるもの、本計画の推進に当たっての参考意見とするもの、その他の意見・要望等として今後の参考とさせ

ていただくもの、とに分類・集約させていただきました。 

 

１ パブリックコメントの実施について 

 ・実施期間 平成２６年１２月１５日（月）～平成２７年１月１４日（水） 

 ・周知方法 広報おおむた、ホームページへの掲載 

 ・閲覧場所 福祉課、情報公開センター、各地区公民館（中央、三川、勝立、吉野、三池、手鎌、駛馬）、 

えるる、市立図書館、サン・アビリティーズおおむた 

 ・提出方法 郵送、ファクス、電子メール、持参にて提出 

 

２ 提出された意見に対する市の考え方 

（１）「大牟田市障害者計画（平成２７年度～３１年度）」に反映させたもの（３件） 

 ①「第３章 計画の基本的な考え方」及び「第４章 主要施策」に関するもの 

№ ページ 項  目 意見の概要 市の考え方 

1 

２０ 

４７ 

９ 行政サービス

等における配慮 

「市職員等の障害者理解の促進に

努める」はなぜ、理解の促進に努める

という文言なのか。 

「努める」という文言は通常、努力義

務に過ぎない場合に用いる表現であ

り、市としてはする気がないという印象

を受けるので、「図る」というような断定

の用語にすべきではないか。 

本計画中に、「市職員等の障害者

理解の促進に努める」と「市職員等の

障害者理解の促進を図る」の表現が

あるため、ご意見も踏まえ、「市職員等

の障害者理解の促進を図る」に統一し

ます。 

②「第５章 重点事業と主な事業」に関するもの 

№ ページ 項  目 意見の概要 市の考え方 

2 

４８ 基本方針１ 差別

の解消及び権

利擁護の推進 

２．人権・権利を擁

護するための仕

組みづくり 

障害児・者の理解を深めるために、

市内の障害児・者団体との交流を年１

回実施することを計画に入れてくださ

い。 

障害児・者の置かれた現状を正しく

理解するためにも、関係する団体の

方々との意見交換の機会は重要であ

ると認識しており、現在も、障害者団

体との意見交換等を行っているところ

です。 

このため、「◆障害者団体との意見

交換や交流などの実施  障害児・者

の理解を深めるために、障害者団体と

の意見交換や交流などを、年１回以

上、実施します。（福祉課）」を追加しま

す。 

3 

７１ 基本方針９ 行政

サービス等にお

ける配慮 

選挙における配慮の項目が、投票

所の段差解消等の環境向上のみ書か

れていますが、全ての障害がある人

ご意見を踏まえ、「移動に困難を抱

える障害者に配慮した投票所のバリ

アフリー化、２階に設置している投票
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２．選挙における

配慮 

へ配慮していただけるよう、お願いし

ます（例えば、知的に障害がある人に

は指さしボード等の活用他、人的支

援）。 

所の見直し、障害者の利用に配慮し

た投票設備、イラストボードの活用に

よる投票補助等、投票所における投

票環境の更なる向上に努めます。」に

修正します。 

 
 
（２）計画の推進にあたり参考意見とするもの（１０５件） 
①「第２章 障害者の現況」に関するもの 

№ ページ 項  目 意見の概要 市の考え方 

1 

１１ １ 障害者の現況

（平成２３年度～

２５年度） 

（６）大牟田特別支

援学校（高等

部）における卒

業時の進路状

況 

特別支援学校の年１３、１４人の進

路しか書かれていません。 

支援学級の子の進路、就学先や就

学後の調査内容が載っていません。 

それらの進路状況のまとめがなく、

まとめられる部署などが本市ではない

のでは、安心して進路相談できない状

況を書いてほしい。 

特別支援学級に在籍する生徒の進

路は、保護者が学校等と相談をしなが

ら対応しており、その結果は教育委員

会も報告を受けています。 

（５）は、就学の状況としての視点か

ら、大牟田特別支援学校の児童・生徒

数の推移と特別支援学級に通う児童・

生徒数の推移を記載したものです。 

（６）は、特別支援教育の修了時に

おける進路という視点で、大牟田特別

支援学校（高等部）における卒業時の

進路状況を記載しているものです。 

 
 
②「第３章 計画の基本的な考え方」に関するもの 

№ ページ 項  目 意見の概要 市の考え方 

2 

１７ １ 基本理念 

（２）基本理念と基

本目標 

親亡き後のことで不安があります。 

言葉で伝えられない人、話せても伝

えられない人、いろいろな人達がいま

すが、そのような人達が、代わりに伝

える人がいなくなった後、どのように相

談やサービスを使っていくとお考えで

すか。 

書かれてあるように、全ての障害者

が安心して暮らせるよう、つながりも含

めて考えてもらえるようにお願いしま

す。 

いただいたご意見も参考に、全ての

障害者が安心して暮らせるよう、基本

理念と基本計画に基づき、計画を着実

に推進していきます。 

 
 
③「第４章 主要施策」に関するもの 

№ ページ 項  目 意見の概要 市の考え方 

3 

３３ ４ 教育の充実、

スポーツ・文化

芸術活動の振

興 

３．余暇活動や社

会活動 

グラフに、今後したい活動が、「特に

何もしていない、特にない」が半数な

のを見ても、障害児・者が、本市では

ほとんど家で閉じ込められて、外出や

したいことがないということが表れてい

ると思います。 

余暇活動や社会活動は、「特に何も

していない、特にない」の意見が一番

多い結果となっております。そのため、

主要施策で「障害者がさまざまなスポ

ーツや文化活動参加できるよう活動機

会の拡大を図ること」としております。 
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閉じ込められた現状を認識してはい

かがでしょうか。 

4 

４７ ９ 行政サービス

等における配慮 

「市職員等の障害者理解の促進に

努めるとともに」という記載について、

市職員等の「等」とは具体的に誰を指

すのか。 

正規職員以外の、臨時職員や嘱託

員など市行政内部で働く全ての人を指

します。 

 
 
④「第５章 重点事業と主な事業」に関するもの 

№ ページ 項  目 意見の概要 市の考え方 

5 

４８ 基本方針１ 差別

の解消及び権

利擁護の推進 

２．人権・権利を擁

護するための仕

組みづくり 

重度の知的障害のある息子と二人

暮らしです。 

昨年、私が入院、手術を体験した際

に、身寄りや保証人がなく不安な思い

をしました。 

 ぜひ、新たに障害者家族、片親家族

等への支援体制というものを取り入れ

ていただきますよう、よろしくお願いい

たします。 

 現在、本市には３か所の相談支援事

業所があり、相談支援事業として、障

害者や障害児の保護者等からの相談

に応じ必要な情報の提供及び助言、

障害福祉サービスの利用支援等の必

要な支援を行っております。この事業

の周知も含め、相談支援体制の充実

を図ります。 

6 

５１ 基本方針２ 生活

支援のための

環境づくり 

１．相談支援体制

の充実 

障害児・者がいる保護者等は、相談

に出かけるまでが、まず一苦労です。 

行政の方から、是非、出向いて来て

いただきたいと思います。 

施設毎に丹念に巡回するのもいい

し、健診後の家庭訪問等もあるでしょ

う。 

その立場に沿って寄り添い、耳を傾

け、工夫を凝らしていただきたいです。 

 相談支援事業は相談支援事業者に

委託し、必要に応じて戸別訪問を行っ

ています。今後も、障害者や障害児の

保護者等の相談希望に添えるよう、相

談支援事業者、サービス提供事業者、

医療機関等との連絡調整を行うなど、

相談支援体制の充実を図ります。 

7 

基本方針２ 生活

支援のための

環境づくり 

２．生活を支援す

るサービスの充

実 

「小規模多機能型居宅介護事業所

等を障害者が利用し」とありますが、一

度、障害者を招待されるイベントがあり

参加しましたが、老人と障害者が一緒

に過ごすことは根本的に無理だと感じ

ました。 

中・軽度の知的障害児・者は、ほと

んどの人が家庭での生活ができます

が、最重度の人は常時見守りが必要

です。 

小規模多機能型居宅介護事業所等

で、常時見守り、直接支援ができます

か。それに対応する職員数はいます

か。（２件） 

 基準該当障害福祉サービスとして利

用できる小規模多機能型居宅介護事

業所等は、人員配置基準や、障害福

祉サービス事業所などから必要な技

術的助言を受ける等の、一定の基準

を満たした施設です。小規模多機能型

居宅介護事業者は２事業者があり、現

在、利用者もおられます。 

 いただいたご意見は、今後の参考と

させていただきます。 

8 

ボランティアセンター運営事業、登

録派遣事業について、ボランティアの

方々がいらっしゃること、これは大牟田

の未来に光が指していると思います。 

ボランティアの研修に、発達障害が

ある人達への具体的な関わり方や工

 いただいたご意見を参考に、障害者

団体等と連携し事業の充実に努めて

いくとともに、発達障害がある人やそ

の家族に対する支援の充実を図って

いきます。 
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夫の仕方を加えていただきたい。 

9 

５２ 移動支援事業は、長時間の利用や

土曜日、日曜日が利用しにくいため、

関係事業所へ（改善を）働きかけてくだ

さい。 

いただいたご意見を参考に、利用者

にとってより良い移動支援事業となる

よう、取組を進めていきます。 

10 

同行援護事業について、「視覚障害

児・者に対して」とありますが、知的障

害者の余暇活動の充実を図ること等を

目的として、知的障害者を対象とした

同行援護事業もあれば良いと思いま

す。 

屋外での移動が困難な知的障害者

については、移動支援事業を実施して

います。 

11 

ふれあいサロン事業ですが、高齢

者や大人はありますが、障害児のサロ

ンと、その親のサロンがないので、充

実してください。 

また、「地域住民が気軽に集える場

をつくり、障害者などのひきこもり防止

や生きがいづくり」とありますが、知的

障害者は含まれているのでしょうか。 

（２件） 

お尋ねの「障害者」には当然、知的

障害者も含まれています。 

いただいたご意見を参考に、ふれあ

いサロン事業を推進していきます。 

12 

５３ グループホーム、福祉ホームでは、

重度の知的障害がある場合等は不安

定になることも多く、夜間の勤務者が

必要だと思いますが、夜勤の職員の

配置は考えておられるのでしょうか。

目標となる数値を計画に組み込んでく

ださい。夜間、職員がいないグループ

ホームや高齢者多機能事業所では、

無理があると思います。（３件） 

すべての障害者がグループホー

ム、福祉ホームに入所するという考え

方ではなく、地域移行が可能な人が対

象と考えています。 

13 

５４ 基本方針２ 生活

支援のための

環境づくり 

４．重度障害児・者

への支援 

親亡き後、身寄りがない等、重い障

害者の介護付入所施設の拡充を入れ

てください。高齢になった障害者も安

心して生活していけるような場を作っ

ていただけるようよろしくお願いしま

す。（１６件） 

親亡き後や身寄りがない障害者が、

安心して生活できるよう施設の入所も

含めて支援していきます。 

14 

大牟田には、他市の短期入所がで

きる施設に比べると、建物も古く、安心

して預けられる場所が少ないと思いま

す。 

また、受け入れも少ないので、急に

お願いしたい時などに定員の関係で

無理なことも多いので、市内で安心し

てお願いできる短期入所ができる施設

の充実をお願いいたします。 

ご意見の通り、障害者が安心して地

域で生活できるよう、短期入所事業の

充実に努めます。 

15 

基本方針２ 生活

支援のための

環境づくり 

５．情報提供の充

情報提供については、利用頻度が

高い福祉サービスや重要性の高い制

度等を中心に、保護者や介護者を対

象とした説明会や講習会を開催し、利

ご意見は今後の事業の推進にあた

っての参考とさせていただきます。 
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実とサービスの

質の向上 

用可能な制度の概要や利用の仕方を

具体的に説明するなど、より多くの方

への積極的な情報提供を望みます。 

16 

障害者福祉のしおりについては、

様々な障害や年代の方への説明が１

冊になっているので、少なくとも子供や

未成年を対象としたものと、成人以降

の方を対象としたしおりがあれば、より

わかりやすいのではないでしょうか。 

 また、障害者福祉のしおりの配付方

法については、どのような方法がとら

れているのでしょうか。 

大変役に立つものだと思うので、多

くの方が利用できればよいと思いま

す。 

障害者福祉のしおりは福祉課の窓

口のほか、地区公民館などの公共施

設でも配布しています。 

 ご意見を参考に、様々な年代の方で

も分かりやすい障害者福祉のしおりの

作成に努めていきます。 

17 

障害者就業・生活支援センターや相

談支援事業所が障害児・者に知られ、

利用されてないのを見てもわかるよう

に、情報提供のルートが本市では確立

していません。 

また、障害児・者から発信したいも

のを発信するルートがなく、行政と当

事者との連携がうまくいっていないの

で、情報ルートの確立を盛り込んでく

ださい。 

相談支援事業所等が認知され利用

していただくことで、双方向からの情報

発信がより良いものになると考えられ

ますことから、多くの方に知っていただ

くよう、わかりやすい情報提供に努め

ます。 

18 

５６ 基本方針３ 保健・

医療サービスの

充実 

１．障害の早期発

見 

乳幼児検診等で、何か気になること

を指摘された後には、相談と合わせ

て、早期療育が行える体制を整えてい

ただきたいと思います。 

残念なことに、特に発達障害が疑わ

れる場合には、市内に適切な療育機

関が少ない現状があります。 

熊本、柳川、佐賀と、市外へ療育に

行かなくてもいいよう、発達障害に合っ

た療育を受けられる体制をお願いしま

す。 

乳幼児健診等の結果から、発達の

遅れなどが考えられる場合は、専門医

師による診察相談や専門職による指

導や助言、療育機関の紹介を行って

います。 

ご指摘のとおり、市内には療育機関

が少なく、市外へ出向いておられる方

も多いと認識しています。 

 ご意見につきましては、今後の参考

とさせていただきます。 

19 

サポートノートはほとんど周知され

てなく、利用できる所があまりありませ

ん。 

内容を、学校や施設、医療など、そ

れぞれの必要な情報を分ける等の改

善や見直しが必要ではないでしょう

か。 

 今のままでは、せっかくのサポートノ

ートが使える場所がありません。 

障害児全員に配られているわけじゃ

ないようですが、それはなぜでしょう。 

（２件） 

サポートノートは、支援を必要とする

子どもの特性や接し方について保護

者が記入し、支援者に提示すること

で、子どもの情報を伝えたり、子どもの

成長記録として、ご利用いただいてい

ます。 

ファイル形式で項目ごとにページが分

かれているので、その時々で必要な部

分を使用することができます。 

今後もサポートノートが効果的に活

用できるように、関係機関や保護者へ

の周知に努めていきます。 
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また、サポートノートは、子どもに関

する情報を支援者に伝える手段のひと

つであり、全員が必要とされるもので

はないため、希望される方に配布して

いるものです。 

20 

５７ 精神障害者の中には、ＡＳＤ（自閉

症スペクトラム障害）の方もいるので、

ＡＳＤに対する理解も深めていただき

たいと思います。 

 障害に関する啓発の中で参考とさせ

ていただきます。 

21 

５８ 基本方針３ 保健・

医療サービスの

充実 

３．総合的な医療

施策・リハビリテ

ーションの充実 

知的障害児・者が急な病気になり、

かかりつけではない市内の医療機関

にかかる際にも、診療、診断、治療が

スムーズに行われ、適切な支援が受

けられるよう、障害の特性や性格、健

康状態、対応等を記載した「医療支援

手帳」の作成をお願いします。 

それを活用することで、障害の特性

や病歴について、どの病院でも理解し

やすく、本人も支援者も短時間で説明

が可能となります。 

また、医療機関に専門の窓口をつく

り、知的障害児・者が落ちついて受診

できるような取り組みをしてほしい。 

（１４件） 

発達障害等があり支援を必要とする

子どもの保護者に記入していただく

「サポートノート」や健康診査等の記録

を記入する「健康手帳」などに伝えた

い情報を記載し、医療機関で処方され

た薬の情報と服薬履歴を管理する「お

薬手帳」と併用して提示されることも手

立てのひとつと考えます。 

「知的障がい児・者医療支援プロジ

ェクト」でも、知的障害児・者の医療受

診の仕組みづくりに取り組んでいま

す。 

いただいたご意見は、今後の参考と

させていただきます。 

22 

６０ 基本方針４ 教育

の充実、スポー

ツ・文化芸術活

動の振興 

２．早期療育の充

実 

現在、自閉症や知的障害の支援教

育は、全国でいろいろな研究が進めら

れ、多くの支援教育の成功例がありま

すが、TEACCHプログラムやPECS（絵

カード交換式コミュニケーションシステ

ム）、ABA（応用行動分析）等、子供達

の将来のためになる新しい勉強法を

大牟田では受けられないのは残念に

思います。 

平成２８年施行の障害者差別解消

法に基づき、個人の障害特性に応じ

て、それらを取り入れていくことが、障

害のある児童・生徒への合理的配慮

だと思います。 

また、佐賀県では、県費で保育者の

ＡＳＤに対する研修を行い、保育園（幼

稚園）→小学校への移行支援を適切

に行っています。そのような体制づくり

を望みます。（２件） 

本市におきましては、大牟田特別支

援学校で自閉症や様々な障害に応じ

た指導等について研究し、児童生徒の

実態に応じた指導を行っています。ま

た、特別支援教育研修会等を開催し、

特別支援教育に関する専門性を高

め、障害に応じたより適切な指導を図

るようにしています。 

各学校では、学習指導要領の趣旨

に基づき、一人ひとりの障害に応じた

「個別の指導計画」と「個別の支援計

画」を作成し、個に応じたきめ細やか

な指導を行っています。 

保育園や幼稚園から小学校への移

行支援については、福岡県が作成して

いる「就学サポートノート」の引き継ぎ

シート等を利用して行われています。 

ＡＳＤは生物学的要因によりおこるも

ので、しつけや環境が原因ではないこ

とや、ＡＳＤの特性を多くの人が理解で

きるような研修の場も必要と考えてお

ります。 

23 
６１ 基本方針４ 教育

の充実、スポー

学童保育の利用の際に、障害児の

入所優先度が高いことを明記してほし

学童保育所（クラブ）の利用希望が

定員を超える場合は、学年や障害の
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ツ・文化芸術活

動の振興 

３．幼児期等にお

ける共に育つ場

及び機会の拡

充 

い。 

人数オーバーで、３年生でも入られ

なかったり、６年生まで希望すれば可

能なことも明記してほしいです。 

有無等による優先的な入所選定に配

慮した学童保育所等入所承認要綱に

基づき、市若しくは指定管理者が入所

決定を行なっています。 

障害児の入所を含め、それぞれの

学童保育所（クラブ）において入所状

況等が違い、個別の説明等が必要と

考えますことから、本計画での明記は

行わないものと考えます。 

24 

基本方針４ 教育

の充実、スポー

ツ・文化芸術活

動の振興 

４．学校教育の充

実 

特別支援学校においても、学校に行

けない自閉症の児童・生徒がいます。 

教職員の専門性が問われるところ

かと思います。 

市立の特別支援学校があることは

素晴らしいと思いますが、教職員の専

門性の積み上げが難しいのも現実で

す。 

特別支援教育を専門として進んでい

けるような異動のあり方を探ることも含

め、自閉症の子も安心して通える教育

課程編成をお願いします。 

本市におきましては、大牟田特別支

援学校で自閉症や様々な障害に応じ

た指導等について研究し、児童生徒の

実態に応じた指導を行っています。 

また、特別支援教育研修会等を開

催し、特別支援教育に関する専門性を

高め、障害に応じたより適切な指導を

図るようにしています。 

特別支援教育に関する教育課程

は、学習指導要領の趣旨に基づき、各

学校に於いて、児童生徒の障害の状

態や特性等を十分考慮して編成してい

ます。 

また、一人ひとりの障害に応じた「個別

の指導計画」と「個別の支援計画」を作

成しており、今後とも、個に応じたきめ

細やかな指導を行っています。 

25 

各学校における特別支援教育の充

実のために、各学校の特別支援教育

担当者は、ことばの発達等、気になる

子供さんがいれば、専門の先生を付

けて支援を行ってほしい。 

 学校で作成する個別指導計画に基

づき、県教育委員会が組織する専門

家による巡回教育相談や本市通級指

導教室との連携を図りながら、各学校

での指導の充実を図ります。 

26 

特別支援教育研修会だけでなく、

「特別支援教育をしているところへの

専門家巡回」を加えてほしい。 

実際の子どもを見て、教育内容の指

導をするに当たっての検査ができるよ

うな人を、年に何度か巡回してくださ

い。 

現在の県教育委員会が組織する専

門家による巡回教育相談や本市通級

指導教室との連携を図りながら、各学

校での指導の充実を図ります。 

27 

研修会は教師だけでなく、親の参加

も加えてほしい。 

教師がどう研修しても、親、家庭も

同じ視点で動かなければ効果が薄い

ので、教師が研修したことを親まで伝

える方法を考えてください。 

特別支援教育に関する研修は、毎

年実施していますが、現在も内容に応

じて、保護者や学校以外の関係機関

へも参加を呼びかけて実施していま

す。 

今後も、保護者や関係機関の皆様と

の連携を図ります。 

28 

６１ 

６２ 

基本方針４ 教育

の充実、スポー

ツ・文化芸術活

大牟田特別支援学校高等部は自力

通学が入学条件となっており、自力通

学できなければ、進学をあきらめなけ

高等部では、卒業後の社会生活の

中で自立して社会参加をしていくため

に生活面・学習面での幅広い体験をし
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動の振興 

４．学校教育の充

実 

５．学校等のバリ

アフリーの充実 

ればならない現状があります。 

生徒の障害の程度や家庭の状況等

によっては、自力通学が困難な現状が

あることを理解いただき、全ての生徒

に十分な教育の機会を提供するため

の環境整備として、自力通学という入

学条件を見直し（廃止）して、スクール

バスでの通学ができるようにしてくださ

い。（１８件） 

ていくことをねらいとして、自力通学を

原則としています。 

しかし、どうしても生徒の状況や保護

者の状況等で自力通学が困難な場合

には、個別に、生徒の状況等を見なが

ら、バス運行委員会での協議も踏ま

え、慎重に検討し、対応していきます。 

29 

６２ 基本方針４ 教育

の充実、スポー

ツ・文化芸術活

動の振興 

４．学校教育の充

実 

医療受診は、知的障害や自閉症の

ある児童生徒にはとても難しいもので

すが、定期的な経験を積み重ねること

で、安心してできるようになります。 

知的障害や自閉症のある児童生徒

が、安心して医療機関を受診できるよ

うにするために、特別支援学校・学級

の学習の場で、医療受診の模擬体験

を期限を明確にして早急に実施してく

ださい。（１５件） 

 本市の特別支援学校等での健康診

断を学習の場としてとらえ、その前段と

して、医療受診の模擬体験等（ＤＶＤや

絵カ－ド等を使った事前指導等）を取

り組んでいます。 

 今後とも、養護教諭や特別支援教育

に携わる教職員を中心に、ＤＶＤや絵

カ－ドによる健康診断の事前指導の

在り方等について研修を実施し、絵カ

－ド等を用いたより適切な受診模擬体

験等の指導の充実を図ります。 

30 

基本方針４ 教育

の充実、スポー

ツ・文化芸術活

動の振興 

５．学校等のバリ

アフリーの充実 

大牟田市の特別支援教育支援員

は、特別支援学級には活用できない

決まりがありますが、近隣の市では、

特別支援学級にも活用されています。 

特別支援学級の児童・生徒の在籍

数が多くても少なくても、マンツーマン

での指導が必要な時が多くあると思い

ます。 

大牟田にこの決まりがあるのはなぜ

なのか、理由を知りたいです。（２件） 

 特別支援教育支援員の配置は、多

人数で学習する通常学級に在籍する

発達障害等の児童生徒を基本に配置

することになっており、就学指導委員

会の判断を基に行うこととしておりま

す。 

31 

６３ 基本方針４ 教育

の充実、スポー

ツ・文化芸術活

動の振興 

７．スポーツ・文化

芸術活動の振

興 

ふれあい共室やサンアビ等を利用

した身体障害者のサークル等や、地域

の方々との軽スポーツ講座等が実施

されていますが、知的障害のある人た

ちのサークル、スポーツ教室はありま

せん。 

 知的障害者の専門指導員を配置し

たサークルやスポーツ教室を開始し、

当事者の選択肢を増やし、体験する機

会を増やしてください。 

 サン・アビリティーズおおむたで開催

している軽スポーツ講座等には身体障

害のある人だけではなく知的障害のあ

る人も多く参加されておられます。いた

だいたご意見は参考とさせていただき

ます。 

32 

６４ 基本方針５ 雇用

と就労の充実、

経済的自立の

支援 

２．本市の障害者

雇用の推進 

障害者が一般就労しても、そのこと

が経済的自立を促さないということが

あり、それは、最低賃金の特例がある

からです。 

公的機関において、実際に障害者

雇用をモデル事業として進めてほしい

と思っています（図書館、公民館等）。 

本市の障害者雇用の推進に当たっ

ては、多様な任用形態の活用により、

様々な障害のある人の雇用の確保を

図ります。 
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33 

６８ 基本方針７ コミュ

ニケーションの

支援 

２．情報・意思疎通

の支援の充実 

発達障害者の支援のあり方につい

て検討後、モデル事業をお願いします

（話し合い、通達で終わらない取り組

みを）。 

また、発達障害啓発週間において、

本市独自の取り組みをお願いします

（佐賀市では行われています）。 

発達障害者の支援のあり方につい

ては、障害者自立支援協議会のプロ

ジェクト会議において、ご提案の趣旨

も踏まえながら、検討を進めていきま

す。 

34 

重点事業には、聴覚障害者のこと

のみ記載され、視覚障害者に対するコ

ミュニケーションの支援は何も記載さ

れていません。 

視覚障害者に対して、どのような対

策を打つかこそ重点事業ではないでし

ょうか。「視覚障害者に対しては、適切

な対策を講じる」とか何とかの表現が

あってしかるべきではないでしょうか。 

 障害種別に関わらずコミュニケーショ

ンの支援は、障害のある人の情報保

障としてとても重要なことと認識してい

ます。いただいたご意見は、情報・意

思疎通の支援の充実の中で、参考とさ

せていただきます。 

35 

聴覚障害者扱いにはなっていなくて

も、難聴の方(手話はできない）が困っ

ていると聞くので、この問題について、

何らかの記述が必要ではないでしょう

か。 

 いただいたご意見につきましては、

障害者施策を進めるにあたっての参

考とさせていただきます。 

36 

７１ 基本方針９ 行政

サービス等にお

ける配慮 

１．市役所等にお

ける配慮及び障

害者理解の促

進等 

外から見て障害がわかる人への合

理的配慮は、わかりやすいと思います

が、発達障害（特にＡＳＤ）の人に対し

ては、定型発達者の論理を押し付けて

しまいがちです。 

障害一般と十把束ねて考えるので

はなく、個々の障害に寄り添った、適

切な合理的配慮を推進してください。 

 合理的配慮は、発達障害のある人を

含む全ての障害者に対するものであり

ます。いただいたご意見は参考とさせ

ていただきます。 

37 

障害者差別解消法に基づく合理的

配慮について、研修を実施するととも

に、市内の障害者施設や就労継続支

援事業所、地域活動支援センター等で

実習、研修等を行い、直接、障害児・

者の支援を行ってください。 

実際に支援をして初めて、合理的配

慮がわかるのではと思います。 

合理的配慮については、正しい理解

と様々な視点からの理解が必要と考

えており、障害者団体や事業者等との

意見交換を行い、市職員等の障害に

対する理解の促進を図ります。 

38 

基本方針９ 行政

サービス等にお

ける配慮 

２．選挙における

配慮 

２５、５０ページで成年後見制度に言

及している以上、平成２５年６月３０日

施行の成年被後見人の選挙権の回復

等のための公職選挙法等の一部を改

正する法律について言及すべきであ

る。 

それを踏まえた対応についても、加

筆すべきではないか。 

平成２５年７月以降に公示・告示さ

れた選挙から成年被後見人の方は、

選挙権・被選挙権を有することとなりま

した。本市においても、直近の参議院

議員通常選挙（平成２５年７月）及び衆

議院議員総選挙（平成２６年１２月）に

おいて、対象者となる有権者の方には

投票入場券を郵送し、投票のご案内を

行っております。 
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これらは、法律に基づくものであるこ

とから記載していないものです。 

39 

ページ

の記載

なし 

 アンケート結果について、分析がな

されていないと感じました。 

結果から、どのような障害者の暮ら

しが見えてきたのか、市としてどうとら

えたのかがわかりませんでした。 

次回は、障害種別に、進んでいると

ころ、進んでいないところ、もう少し念

入りな分析をよろしくお願いします。 

分析が不十分とのご意見について

は真摯に受け止め、今後の計画策定

に当たっての参考とさせていただきま

す。 

 
 
（３）その他の意見・要望等（９件） 

下記については、今後の参考とさせていただきます。 

 

・親がいても介護できなくなった場合、親も一緒に入所できる施設ができることを要望します。 

・重度障害者（３６歳男性、知的）の母です。常に本人の見守りをしていますが、突然、夜間などに家を飛び出し、

広島や山口などの遠方に行くことがあります。そこまで車で迎えに行き、帰ってくるまで疲れも不安もあり、同

行してもらう事業を作ってほしいと思います。 

・障害児が成長して、思春期に差しかかる頃、小児科から内科への移行が行われます。しかし、ただでさえ難

しい思春期に、これまで成長過程を診てきてくださったＤr.が交代することは不安が大きく、なかなかうまくいか

ないことが多いです。この移行をスムーズにするための対策をお願いします。 

・ふれあい共室では障害児のイベント参加ができますが、治療効果のあるトランポリン、水泳、音楽あそび、体

操など、ふれあい共室とは別に、ふれあいやリハビリテーションの場を２回／月、年中開催してほしい。治療

する行政の場所がないです。 

・教育委員会で毎年実施中の就学指導委員会は、親子での待ち時間も長く、子どもの障害の特性や種類に応

じて日程を考えていただくよう、お願いします。 

・自閉症の市立小学校に通っている子どもの付き添いを家族等が行ってきましたが、仕事を休んだり、抜けな

ければなりません。職員を増員すれば、自閉症の子どもも一人で登校できるようになるのではないかと思い

ます。 

・１２月の障害者週間期間中、市の職員会館内で障害者施設で作った製品の展示・販売を行いましたが、訪れ 

た職員が少なかった。もっと関心を持っていただきたい。 

・せっかく帝京大があるので、帝京大の教授、生徒に学校などへ専門家としてアドバイスを常に受けることがで 

きる体制の構築を促進してください。 

・自立した生活とは何であろうか。サービス内容の充実、その人に必要なサービス利用量、手当等の充実を図 

り、安心・安全な生活を送っていける社会は、全ての弱者に対して生きやすい社会です。 


